
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２期中期目標期間業務実績報告書 

（独立行政法人雇用・能力開発機構） 
 

 

 

 

 

 

自 平成１９年 ４ 月 １日 

至 平成２３年 ９ 月３０日 

厚 生 労 働 省 
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１９年度～平成２３年度）の実績報告 

第２ 業務の改善に関する事項 

１ 雇用開発業務について 

就職資金の貸付け、中小企業事業主等に対して行う雇用管理の

改善に関する相談その他の援助、建設業事業主等に対して行う雇

用管理の改善等に関する相談その他の援助等については、事業主

等のニーズに応えた効果的な実施を目指し、下記事項のとおり実

施すること。 

（１）相談等業務について 

① 利用対象者に対し周知し、相談者等の要望に的確に応えら

れるようにすること。 

また、相談、セミナー、講習、研修等の終了後に調査を実

施し、利用者の意見等をより的確に把握できるようにすると

ともに、当該調査結果を分析して業務の質の向上に反映させ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 雇用開発業務について 

 

 

 

 

 

（１）相談等業務について 

① 調査結果の分析及び業務への反映について 

相談、セミナー、研修等に係る調査については、中小企業

事業主等の雇用管理の実態、利用者の意見等をより的確に把

握できるよう実施するとともに、当該調査結果を分析して業

務の質の向上に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 業務の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 雇用開発業務について 

 

 

 

 

 

（１）相談等業務について 

① 調査結果の分析及び業務への反映について 

中小企業事業主等の雇用管理の実態、利用者の意見等をより的確に把握できるようアンケート調査及びヒアリング調査を実施

し、当該調査結果を分析して以下のとおり業務の質の向上に反映させる取組を行った。 

（イ）中小企業事業主等に対する相談業務等について 

（ⅰ）中小企業事業主等に対する相談業務に係る調査の実施について 

相談業務終了後の事業主等へのアンケート調査及び平成１８年度から平成２２年度までに相談を実施した事業主等への

フォローアップのためのヒアリング調査を実施し、調査結果を基に、各都道府県センターにおける雇用管理ケース会議等

において課題を検討し、業務の改善を行った。 

また、一層の業務改善の取組を推進するため、各都道府県センターにおける業務改善事例については、本部で集約の上、

各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行った。 

《アンケート調査結果等に基づく業務改善の事例》 

・ 相談内容の事前把握 

相談申込用紙に記載された相談内容が抽象的なものについては、事前に具体的内容を確認するとともに、必要な資料

の持参を依頼することで、効果的かつ効率的な相談を行った。 

・ パンフレット等の工夫 

自社で抱える雇用管理に関する課題に気付かず、このため、サービスの活用に至らないケースが見られたことから、

利用案内パンフレットには課題例を多数掲載するなどの工夫を行い、課題の明確化ができるよう努めた。 

・ 有効な情報の提供 

過去の雇用管理相談事例を整理するとともに、地域における雇用管理情報の収集・分析を行う等、各種参考情報を整

備し、利用者のニーズに応じて、有効な情報の提供を行った。 

・ 提供機会の工夫等 

事業主の利便性に資するよう、セミナーの終了後の機会を活用し、個別相談を実施した。 

（ⅱ）中小企業事業主等に対するセミナーに係る調査の実施について 

受講後の利用事業主等へのアンケート調査及び平成１８年度から平成２２年度までのセミナー利用事業主等へのフォロ

ーアップのためのヒアリング調査を実施した。また、一層の業務改善の取組を推進するため、各都道府県センターにおけ

る業務改善事例については、本部で集約の上、各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行った。 

《アンケート調査結果等に基づく業務改善の事例》 

・ 開催日の工夫 

継続的にセミナーを実施する場合においては、多忙な事業主が継続的かつ計画的に受講できるよう、開催日を比較的

短期間に集中させるとともに、開催曜日を固定させた。 

・ 受講者ニーズとセミナー内容のミスマッチ防止 

受講者が求める内容とセミナー内容のミスマッチを防ぐため、リーフレットにおいてテーマ等を詳しく紹介するなど、

工夫をした。また、申込書に講習テーマに関する要望欄を設け、内容によっては講習で取り上げる等の工夫を行った。 

・ 講師との事前調整 

「具体的な事例を取り上げて欲しい」、「内容によってはより踏み込んだ説明をして欲しい」との意見から、受講者の

理解の促進を図るため、資料作成の際に講師との打合せを十分に行い、内容の調整、受講者の要望の伝達、質疑応答時

間の確保を行った。 

・ セミナー手法の工夫 

受講者の活発な意見交換を促すため、セミナーの内容によっては、グループワークを取り入れるとともに、グループ

ワーク中の席替えにより、受講者間で広く意見を交換できるよう工夫を行った。 

・ 終了後のフォローアップ等の実施 

セミナーの進行についていけない受講者がいたことから、具体的でわかりやすいテキストの作成やプロジェクターの

活用等の工夫を行うとともに、セミナー終了後のフォローアップとして、受講後に質問が生じた場合は、センターを介
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② 中小企業事業主等に対する相談、セミナー等については、

次のとおりとすること。 

（イ）相談件数の増大を図ること。 

（ロ）人材確保や職場定着に資する内容に重点をおいたものと

すること。 

（ハ）相談、セミナー等の終了後に、①のほか、雇用管理の実

態についても調査し、当該調査結果を分析して業務の質の

向上に反映させること。 

（ニ）相談、セミナー等を利用した事業主等における求人の充

足率が平均２５％以上、労働者の離職率が平均１５％以下

となるようにするとともに、８０％以上の利用者から役立

った旨の評価が得られるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する

相談等について 

（イ）相談について 

（ⅰ）中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関す

る相談については、ホームページ及びパンフレット等を

通じて周知し、相談件数の増大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

して講師から回答することとした。 

（ロ）建設業事業主等に対する相談業務等について 

（ⅰ）建設業事業主等に対する相談業務に係る調査の実施について 

建設業事業主等の雇用管理の実態、利用者の意見等をより的確に把握できるよう、利用事業主等に対し、相談終了後お

おむね３ヶ月経過した時点でサンプル調査を実施し、その調査結果を基に、各都道府県センターにおける雇用管理ケース

会議等において課題を検討し、業務の改善を行った。 

また、一層の業務改善の取組を推進するため、各都道府県センターにおける業務改善事例については、本部で集約の上、

各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行った。 

《アンケート調査結果等に基づく業務改善事例》 

・ 総合的な相談援助の実施 

事業主からの教育訓練の充実についての意見を踏まえ、事業主団体と協力し、事業主のニーズ把握を経て、能力開発

セミナーのコース開発を行い実施する等、課題解決へ総合的な相談援助を実施した。 

・ 相談者の理解度を上げるための工夫 

建設雇用改善に関する助成制度の説明時においては、的確に理解を得るよう、具体例の紹介や、よく問い合わせのあ

る点について説明を行った。 

・ 有効な情報の提供 

教育訓練に関する情報不足が従業員の教育訓練を推進する上で問題となっているとの意見があったことから、事業所

における教育訓練の受講機会拡大につなげるため、様々な教育訓練実施機関の最新の情報（講習内容・日程等）を収集

し、相談時に提供した。 

・ きめ細やかなフォローアップの実施 

課題解決に向けた具体的な行動のイメージができないといった意見を踏まえ、他社の取組の好事例を紹介し具体的な

取組への意識を高めてもらうとともに、課題解決に専門的知識が必要な場合は、雇用管理アドバイザーによる相談を案

内する等、ニーズに応じた、きめ細やかなフォローアップを行った。 

（ⅱ）建設業事業主等に対する雇用管理研修に係る調査の実施について 

建設業事業主等の雇用管理の実態、利用者の意見等をより的確に把握できるよう、利用事業所に対し、研修終了後おお

むね３ヶ月経過した時点でサンプル調査を実施し、その結果を基に、各都道府県センターにおける雇用管理ケース会議等

において課題を検討し、業務の改善を行った。 

また、一層の業務改善の取組を推進するため、各都道府県センターにおける業務改善事例については、本部で集約の上、

各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行った。 

《アンケート調査結果等に基づく業務改善事例》 

・ 建設業事業主等が抱える課題等の反映 

建設業事業主等が抱える課題や希望するテーマについては、雇用管理研修の内容に反映させるとともに、その解決方

法等を研修の中で提示した。 

・ 具体的事例を交えた解説 

研修内容の理解を深めるため、労働条件等に係る関係法令や就業規則に関するトラブル等については、具体的な事例

を交えた解説を行った。また、実際に雇用管理の改善に取り組んだ建設事業主等を招き、身近な事例の紹介を行う等、

工夫を図った。 

・ グループワークの導入 

同様の課題を抱えている他の事業所の様々な取組事例を把握し、具体的な課題解決に繋がるよう、グループワークを

取り入れた。 

② 中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談等について 

 

（イ）相談について 

（ⅰ）相談業務の周知・実施 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談業務については、ホームページ及びパンフレット等を通じ

て周知し、人材確保や職場定着に資する内容の相談件数は次のとおり毎年度増加し、平成２２年度は平成１９年度と比べ

４８．６％増となった。 

・ 平成１９年度       ４３，５１６件 

・ 平成２０年度       ５１，０７６件 

・ 平成２１年度       ５８，４７４件 

・ 平成２２年度       ６４，６７９件 

・ 平成２３年度（上半期）  １８，４１９件 
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（ⅱ）相談事例や企業等の雇用管理の改善等についての好事

例等の情報を積極的に収集・整理し、その積極的な活用

を図るなどとともに、相談終了後に利用者に対する調査

を実施し、８０％以上の利用者から雇用管理の改善を進

める上で役立った旨の評価が得られるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅲ）中小企業の人材確保や職場定着に資する内容に重点化

して実施することにより、相談を受けた事業所におい

て、求人の充足率が平均２５％以上、労働者の離職率が

平均１５％以下となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組内容)  

・ 相談等業務を利用しやすくするため、ホームページにおいては、利用対象者（事業主・事業主団体）別に相談例を

掲載し、活用できる支援を案内する等、サイト内の丁寧な誘導を図った。 

・ 中小企業事業主等に対して雇用管理に係る意識啓発や課題の聴取を行うため、事業所訪問を積極的に行った。 

・ 利用者の相談内容を的確に把握し、効果的な相談業務を行うため、利用事業所別に相談履歴を記録し、各都道府県

センターにおいて情報の共有化を行った。 

・ 専門的ニーズに幅広く対応するため、専門性を有する雇用管理アドバイザーを活用した。 

・ 相談者の有する共通した課題については、過去の雇用管理相談事例から「人材確保」、「就業規則」等のテーマごと

に整理した冊子を作成し、必要に応じて利用者に提供するとともに、パンフレットコーナーにも配置した。 

（ⅱ）アンケート調査の実施 

相談事例や企業等の雇用管理の改善等についての好事例等の情報を収集・整理し、具体的な取組事例を中小企業事業主

等に例示することで雇用管理改善の普及・啓発に努めたことにより、相談終了後のアンケート調査において、雇用管理の

改善を進める上で役立った旨の評価を得た割合は、次のとおり５年連続で中期目標・中期計画の目標を上回り、目標を達

成している。 

・ 平成１９年度       ９８．９％（有効回答者数   ４，８０６人） 

（「大変役に立つ」  ５８．９％、「役に立つ」  ４０．０％） 

・ 平成２０年度       ９９．０％（有効回答者数   ３，４７４人） 

（「大変役に立つ」  ６１．０％、「役に立つ」  ３８．０％） 

・ 平成２１年度       ９９．５％（有効回答者数   ３，４６９人） 

（「大変役に立つ」  ６５．９％、「役に立つ」  ３３．６％） 

・ 平成２２年度       ９９．２％（有効回答者数   ３，１７８人） 

（「大変役に立つ」  ５９．６％、「役に立つ」  ３９．６％） 

・ 平成２３年度（上半期）  ９９．３％（有効回答者数     ８２３人） 

（「大変役に立つ」  ５１．３％、「役に立つ」  ４８．０％） 

また、一層の業務改善の取組を推進するため、アンケート調査に基づく業務改善事例については、本部で集約の上、各

都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行った。 

（ⅲ）相談を受けた事業所の求人充足率、離職率 

・ 雇用管理相談を利用した事業所に対し、募集した求人に対して労働者が確保できた割合についての調査を行い、回答をま

とめた結果、求人充足率は次のとおり５年連続で中期目標・中期計画の目標を上回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度       ３３．８％（調査事業所  １，６２７社） 

・ 平成２０年度       ３９．５％（調査事業所  １，７５３社） 

・ 平成２１年度       ５６．０％（調査事業所  １，０６３社） 

・ 平成２２年度       ３４．９％（調査事業所  １，２０４社） 

・ 平成２３年度（上半期）  ４６．１％（調査事業所    ７６５社） 

（調査方法） 

・ 前年度に雇用管理相談を利用した事業所へのヒアリング調査 

・ 平成１９年度       ４３５社 

・ 平成２０年度       ４５７社 

・ 平成２１年度       ４５６社 

・ 平成２２年度       ４７８社 

・ 平成２３年度（上半期）  ７６５社  

・ 中小企業人材確保推進事業実施団体の構成中小事業者のうち、当該年度に雇用管理相談を利用した事業所へのアン

ケート調査 

・ 平成１９年度       １，１９２社 

・ 平成２０年度       １，２９６社 

・ 平成２１年度         ６０７社 

・ 平成２２年度         ７２６社 

・ 前年度に雇用管理相談を行った事業所に対し、相談月の月末における当該事業所の雇用保険被保険者数に対する１年後の

月末における自己都合離職者数の割合について調査を実施した結果、離職率は次のとおり４年連続で中期目標・中期計画の

目標を下回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度       １１．７％（調査事業所数  ４，７０８社） 

・ 平成２０年度       １１．６％（調査事業所数  ４，７９４社） 

・ 平成２１年度       １０．５％（調査事業所数  ４，７５２社） 
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（ロ）セミナー等 

（ⅰ）関係機関と連携を図り、効果的な情報の収集・提供を

行うとともに、中小企業事業主等に対して雇用管理の改

善等を図るためのセミナー等を実施する。また、セミナ

ー等終了後に調査を実施し、８０％以上の者から役立っ

た旨の評価が得られるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成２２年度        ９．９％（調査事業所数  ５，３４７社） 

（ロ）セミナー等 

（ⅰ）セミナー等の実施及びアンケート調査の実施 

・ 各都道府県センターの雇用管理の諸課題別に、雇用管理ガイドブック又はテキストを作成するとともに、これらを活用し

た雇用管理改善セミナーを実施し、雇用管理改善の普及促進に努めた。また、中小企業等における雇用管理の改善を図るた

めに、地域等の実情に応じて、人材確保や職場定着等に係るテーマによる雇用管理改善セミナーを設定・開催し、開催回数

及び受講者数は次のとおりとなった。 

なお、雇用管理改善セミナーは平成２２年度末で廃止した。 

・ 開催回数 

・ 平成１９年度      ６５０回 

・ 平成２０年度      ４４４回 

・ 平成２１年度      ４４５回 

・ 平成２２年度      ３７２回 

・ 受講者数 

・ 平成１９年度   ２２，７４８人 

・ 平成２０年度   １５，７９１人 

・ 平成２１年度   １４，１４１人 

・ 平成２２年度   １２，２７５人 

（テーマ例） 

・ メンタルヘルスケアの具体的実践 

・ 人材の定着・育成事例 

・ 社内コミュニケーションと職場定着 

・ 労働時間短縮への取組 

・ 有期労働契約に関する労務トラブルの防止 

・ 労働基準法の改正のポイント 

・ セミナー受講後のアンケート調査において、雇用管理の改善を進める上で役立った旨の評価を得た割合は、次のとおり４

年連続で中期目標・中期計画の目標を上回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度  ９５．４％（有効回答者数   １６，３４７人） 

（「大変役に立つ」  ３５．３％、「役に立つ」  ６０．１％） 

・ 平成２０年度  ９６．２％（有効回答者数   １１，５１２人） 

（「大変役に立つ」  ３２．６％、「役に立つ」  ６３．６％） 

・ 平成２１年度  ９６．２％（有効回答者数   １１，２８５人） 

（「大変役に立つ」  ３２．４％、「役に立つ」  ６３．８％） 

・ 平成２２年度  ９６．８％（有効回答者数   ９，７７０人） 

（「大変役に立つ」  ３３．２％、「役に立つ」  ６３．６％） 

また、一層の業務改善の取組を推進するため、アンケート調査に基づく業務改善事例については、本部で集約の上、各

都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行った。 

・ セミナー受講後の雇用管理改善等の必要性の認識度等を把握するため、セミナー受講後おおむね３ケ月経過した時点で事

業効果に係るサンプル調査を実施し、雇用管理の必要性を再認識し、雇用管理の改善の取組を「行った」又は「行う予定」

の回答を得た割合は次のとおりとなった。 

・ 平成１９年度  ８６．６％（有効回答者数   ４６４人） 

（「行った」  ６０．１％、「行う予定」  ２６．５％） 

・ 平成２０年度  ８６．６％（有効回答者数   ６６４人） 

（「行った」  ５７．７％、「行う予定」  ２８．９％） 

・ 平成２１年度  ８９．９％（有効回答者数   ７０５人） 

（「行った」  ６０．８％、「行う予定」  ２９．１％） 

・ 平成２２年度  ９１．０％（有効回答者数   ７１１人） 

（「行った」  ５９．８％、「行う予定」  ３１．２％） 

・ 新規・成長分野企業等の振興支援を効果的に行うため、各都道府県センターでは、都道府県、都道府県労働局、政府系金

融機関等の関係機関により構成される支援ネットワークを形成し、各機関の事業計画や支援制度等の情報交換を行うための

会議の開催、相互協力を実施した。また、本部において新規・成長分野企業等に対する公的機関の支援策をとりまとめたガ

イドブックを作成し、ネットワークを構成する各関係機関のほか各市町村等へ配付した。 

・ 都道府県労働局等関係機関と連携し、新規・成長分野企業等に対する人材面、雇用管理面、経営面等からの支援を行うた
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③ 建設業事業主等に対する相談、研修については、次のとお

りとすること。 

（イ）更に多くの建設業事業主等に利用されるよう、具体的な

相談事例の公表など広報内容を充実するとともに、担当職

員の資質の向上を図りつつ、実施するものとすること。な

お、新規に利用した建設業事業主等を把握しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）セミナー等については、中小企業の人材確保や職場定

着に資する内容に重点化して実施することにより、セミ

ナー等を受けた事業所において、求人の充足率が平均 

２５％以上、労働者の離職率が平均１５％以下となるよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相

談等について 

（イ）建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相

談等の業務については、更に多くの建設業事業主等に利用

されるよう、ホームページ及びパンフレット等において具

体的な相談事例を公表するなど周知・広報を充実するとと

もに、担当職員の資質の向上を図りつつ、実施する。なお、

新規に利用した建設業事業主等を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め、その経営者や新規・成長分野企業等への就業に関心のある求職者等を対象として、求人情報や雇用管理等の各種支援制

度の情報提供を行うとともに、人材のマッチングを行う「出会いの場」を６０回開催した。 

（ⅱ）セミナーを受講した事業所の求人充足率、離職率  

・ 雇用管理改善セミナーを受講した事業所に対し、募集した求人に対して労働者が確保できた割合についての調査を行い、

回答をまとめた結果、求人充足率は次のとおり４年連続で中期目標・中期計画の目標を上回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度  ２５．０％（調査事業所数  １，７１１社） 

・ 平成２０年度  ２９．７％（調査事業所数  ２，０２４社） 

・ 平成２１年度  ５５．２％（調査事業所数  １，１７５社） 

・ 平成２２年度  ３０．８％（調査事業所数  １，２５９社） 

（調査方法） 

・ 前年度にセミナーを受講した事業所へのヒアリング調査 

・ 平成１９年度    ４４１社 

・ 平成２０年度    ４６０社 

・ 平成２１年度    ４５７社 

・ 平成２２年度    ４６５社 

・ 中小企業人材確保推進事業実施団体の構成中小事業者のうち、当該年度にセミナーを利用した事業所へのアンケー

ト調査 

・ 平成１９年度  １，２７０社 

・ 平成２０年度  １，５６４社 

・ 平成２１年度    ７１８社 

・ 平成２２年度    ７９４社 

・ 前年度にセミナーを受講した事業所に対し、受講月の月末における当該事業所の雇用保険被保険者数に対する１年後の月

末における自己都合離職者数の割合について調査を実施した結果、離職率は次のとおり４年連続で中期目標・中期計画の目

標を下回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度   ９．８％（調査事業所数    ８８１社） 

・ 平成２０年度  １１．２％（調査事業所数  １，２６３社） 

・ 平成２１年度   ９．９％（調査事業所数  １，４８３社） 

・ 平成２２年度   ９．５％（調査事業所数  １，６０６社） 

③ 建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する相談等について 

 

（イ）雇用管理の改善に関する相談等 

建設業事業主等に対して行う雇用管理の改善等に関する相談その他の援助等については、事業主等のニーズに応えた効果的

な実施を図るため、以下の取組を行った。 

（ⅰ）雇用管理の改善に関する相談等 

ホームページに建設業関係の雇用管理に関する具体的な相談事例を公表し、また、建設雇用改善助成金の各種パンフレ

ットにおいても相談事例を周知し、相談件数は次のとおりとなった。 

・ 相談件数 

・ 平成１９年度       ５２，９５６件 

・ 平成２０年度       ５３，４６９件 

・ 平成２１年度       ５４，１６７件 

・ 平成２２年度       ６１，０７５件 

・ 平成２３年度（上半期）  ２１，８６０件 

（ⅱ）相談業務を行う職員の資質向上を図るため、雇用管理に関する最新の知識や関係法令の内容、建設業の現状等を習得する

等の職員研修を実施し、実施回数は次のとおりとなった。 

・ 実施回数 

・ 平成１９年度        ９３回 

・ 平成２０年度       １２１回 

・ 平成２１年度       １１７回 

・ 平成２２年度       １１６回 

・ 平成２３年度（上半期）   ６１回 

（実施内容例） 

・ 建設雇用改善助成金制度概要 

・ 建設雇用改善法等 
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（ロ）相談、研修を行った建設業事業主等のうち、雇用管理の

改善の取組を行った者又は行う予定の者の割合が８０％

以上となるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 沖縄県における離職者等に対する相談については、８０％

以上の利用者から役立った旨の評価が得られるようにする

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）相談、研修を行った建設業事業主等のうち、雇用管理の

改善の取組を行った者又は行う予定の者の割合が８０％

以上となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 沖縄県における離職者等に対する援助業務について 

公共職業安定所等関係機関との密接な連携の下、沖縄県に

おける離職者等に対する就職相談、免許・資格取得相談、生

活相談など再就職の支援を図るための援助業務を実施する。 

また、利用者に対する調査を実施し、８０％以上の者から

就職活動を進める上で役立った旨の評価が得られるように

する。 

 

・ 労働関連法（労働基準法、労働安全衛生法等） 

・ 建設業の現状 

・ 雇用管理のあり方（雇用契約、就業規則、 賃金管理、労働時間管理、募集・採用・配置、退職管理 等） 

・ 複合的な相談業務の展開について 

・ 個人情報保護、リスクマネジメント 等 

（ⅲ）新規に利用した建設業事業主等は次のとおりとなった。 

・ 平成１９年度       ３，３７０社 

・ 平成２０年度       ３，５６４社 

・ 平成２１年度       ５，３１４社 

・ 平成２２年度       ４，６３０社 

・ 平成２３年度（上半期）  １，４９１社 

（ロ）雇用管理研修の実施 

（ⅰ）建設業事業主等に対して、都道府県、各都道府県労働局等の関係機関や建設業事業主等の関係団体と連携を図り、ニーズ

に応じた雇用管理改善に関するテーマによる雇用管理研修を開催した。 

なお、雇用管理研修は平成２３年度より国が民間に委託し実施している。 

・ 開催回数 

・ 平成１９年度     ２０４回 

・ 平成２０年度     ２２３回 

・ 平成２１年度     ２２８回 

・ 平成２２年度     ２１８回 

・ 受講者数 

・ 平成１９年度   ６，８０３人 

・ 平成２０年度   ７，０１３人 

・ 平成２１年度   ７，１４３人 

・ 平成２２年度   ６，７３３人 

（テーマ例） 

・ 雇用管理の体制づくり、雇用管理責任者の職務 

・ メンタルヘルス、労働災害防止と発生時対応、安全管理体制、リスクアセスメント 

・ 雇用契約、就業規則、労働時間管理、改正労働基準法 

・ 建設業退職金共済制度、建設雇用改善助成金の概要 

・ 若年労働者の職場定着 等 

（ⅱ）相談、研修終了後調査の実施 

相談、研修終了後の雇用管理改善等の必要性の認識度等を把握するため、相談、研修終了後おおむね３ヶ月経過した時

点で建設業事業主等へサンプル調査を実施し、雇用管理の必要性を再認識し、雇用管理の改善の取組を「行った」又は「行

う予定」の回答を得た割合は次のとおり５年連続で中期目標・中期計画の目標を上回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度       ９１．２％（有効回答者数  ２，１３０人） 

（「行った」  ６９．４％、「行う予定」  ２１．８％） 

・ 平成２０年度       ９１．３％（有効回答者数  １，９３５人） 

（「行った」  ７０．９％、「行う予定」  ２０．４％） 

・ 平成２１年度       ９２．５％（有効回答者数  ２，０６８人） 

（「行った」  ７２．７％、「行う予定」  １９．８％） 

・ 平成２２年度       ９１．６％（有効回答者数  １，９４８人） 

（「行った」  ７１．５％、「行う予定」  ２０．２％） 

・ 平成２３年度（上半期）  ９３．６％（有効回答者数    ５１６人） 

（「行った」  ８３．７％、「行う予定」   ９．９％） 

④ 沖縄県における離職者等に対する援助業務について 

・ 沖縄県における離職者等に対する相談援助等については、公共職業安定所等関係機関との密接な連携な下、沖縄県内における

就職のための相談や、沖縄県からの就職者の多い大都市に配置した相談員による相談を実施し、就職、転職、職場環境への適応

等に関する適切な助言を行い、相談件数は次のとおりとなった。 

なお、当機構の廃止に伴い、平成２３年１０月１日から当該業務は国（該当労働局（沖縄労働局等））に移管したことから、

円滑な業務の移管に向けて、該当労働局と十分に調整し、必要な引継ぎを行った。 

・ 相談件数 

・ 平成１９年度       １，３４７件 
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（２）助成金の支給、貸付等の業務について 

① ホームページ及びパンフレットにおいて、制度内容、利用

条件、相談・受付窓口等を公開し、申請者の利便を図ること。 

② 説明会や相談業務を通じて、制度の趣旨等を申請者に対し

十分に周知することにより、申請者の利便を図るとともに申

請内容の適正化や不正受給の防止を図ること。なお、説明会

については、終了時に調査を実施し、内容を理解した旨の評

価を８０％以上得られるようにすること。また、当該調査に

ついては、利用者の意見等をより的確に把握できるよう実施

するとともに、当該調査結果を分析して業務の質の向上に反

映させること。 

③ 建設業事業主等に対する助成金については、新規申請者数

の対前年度増加率が２％以上となるようにすること。 

④ 申請に係る諸手続の合理化を進めることにより、申請者の

手続面での負担の軽減を図ること。 

⑤ 職員研修等による担当者の審査能力の向上、実地調査の実

施等により、不正受給の防止に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）助成金の支給、貸付等の業務について 

① 助成金の支給業務について 

 

 

 

 

（イ）ホームページ、パンフレット、申込みに係る手引等を作

成することとし、その作成に当たっては、制度内容、利用

条件、相談・受付窓口等を利用者の視点に立った分かりや

すい表現とする。パンフレット、申込みに係る手引等につ

いては、都道府県センターにおいて配布するとともに、公

共職業安定所等関係機関においても配布されるようこれ

らの機関との連携を図る。また、インターネットを通じた

質問を受け付け、よくある質問に対して回答をホームペー

ジに公開するなど積極的に利用者の利便の向上と情報提

供に努める。さらに、支給金額、利用条件等の制度内容に

変更があった場合は当該変更が確定した日から、７日以内

にホームページ等で公開する。 

（ロ）説明会や相談業務を通じて制度の趣旨、内容、申請手続

等を利用者に対して十分に説明することなどにより、利用

者の利便を図るとともに、関係機関との連絡会議等を開催

し、情報を共有することにより、申請内容の適正化や不正

受給の防止等を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成２０年度       １，６５５件 

・ 平成２１年度       １，８３４件 

・ 平成２２年度       １，６０２件 

・ 平成２３年度（上半期）  １，０３１件 

・ 相談終了後のアンケート調査において、就職活動等を進める上で役立った旨の評価を得た割合は次のとおり５年連続で中期目

標・中期計画の目標を上回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度        ９９．４％（有効回答者数  ５２６人） 

（「大変役に立つ」  ９２．８％、「役に立つ」   ６．６％） 

・ 平成２０年度       １００．０％（有効回答者数  ４３４人） 

（「大変役に立つ」  ５２．５％、「役に立つ」  ４７．５％） 

・ 平成２１年度       １００．０％（有効回答者数  ４５９人） 

（「大変役に立つ」  ５６．０％、「役に立つ」  ４４．０％） 

・ 平成２２年度       １００．０％（有効回答者数  ４６７人） 

（「大変役に立つ」  ６１．２％、「役に立つ」  ３８．８％） 

・ 平成２３年度（上半期）  １００．０％（有効回答者数  １８７人） 

（「大変役に立つ」  ６２．０％、「役に立つ」  ３８．０％） 

また、沖縄県から就職者の多い大都市においては、行政機関等との連絡会議を開催し、労働市場の状況等について意見交換を

行うとともに、一層の業務改善の取組を推進するため、アンケート調査に基づく業務改善事例については、本部で集約の上、フ

ィードバックし、情報の共有化を行った。 

 

（２）助成金の支給、貸付等の業務について 

① 助成金の支給業務について 

中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する助成金及び建設事業主等に対して行う雇用管理の改善等に関する助

成金の支給業務については、申請者の利便や申請内容の適正化、不正受給防止を図るため、以下の取組を行った。 

なお、当機構の廃止に伴い、平成２３年１０月１日に当該業務は国（都道府県労働局）に移管したことから、円滑な業務の移

管に向けて、都道府県労働局と十分に調整し、必要な引継ぎを行った。 

（イ）制度の周知等 

（ⅰ）ホームページ、パンフレット、手引等の作成等 

・ 助成金制度をより分かりやすく、利用しやすいものとするため、ホームページにおいては、制度改正の都度、速やかに、

利用者にとってわかりやすいレイアウト、表現及び受付窓口への誘導等の見直しを行い、公開した。 

また、利用対象者（事業主・事業主団体）別に活用できる助成金を紹介するサイトによる案内も行った。  

・ 利用者の用途に対応するため、助成金の内容等を簡潔にまとめたパンフレットと実際の申請に向けた詳細な内容や申請書

の記入例を盛り込んだ申請の手引を作成した。 

・ 建設教育訓練助成金による受講経費等の一部が助成対象である講習を実施する機関のうち、専門工事業団体でもある団体

に対し、構成する事業主等への制度の周知・活用につながるよう、積極的に広報を行った。 

（ⅱ）パンフレット等の配布による周知 

作成したパンフレットや申請の手引等は、説明会や相談援助業務等において配布・周知するとともに、公共職業安定所

等関係機関においても配布した。 

（ⅲ）インターネットを通じた質問への対応 

インターネットを通じた質問は、電話、電子メールによる説明・回答を行うとともに、よくある質問については、回答

をＱ＆Ａとしてホームページで公開した。 

（ⅳ）制度内容変更の公開 

制度改正の都度、変更内容を速やかにホームページで公開した。 

・ 中小企業労働力確保法関係助成金 

・ 平成１９年度 

・ 第１回         平成１９年 ４月２４日公開 

（平成１９年 ４月２３日改正） 

・ 第２回         平成１９年 ８月 ９日公開 

（平成１９年 ８月 ４日改正） 

・ 第３回         平成１９年１０月 ５日公開 

（平成１９年１０月 １日改正） 

・ 平成２０年度       平成２０年 ４月 １日公開 

（平成２０年 ４月 １日改正） 
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（ハ）職員研修を実施し、審査能力の向上を図る。助成金につ

いては、併せて、可能な限り直接事業所を訪問するなどし、

支給要件と実際に合致しているか等の確認を行う。また特

に疑義のあるものについては、すべて事業所を訪問し、不

正受給の防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成２１年度       平成２１年 ４月 １日公開 

（平成２１年 ４月 １日改正） 

・ 平成２２年度       平成２２年 ４月 １日公開 

（平成２２年 ４月 １日改正） 

・ 平成２３年度（上半期）  平成２３年 ４月 １日公開 

（平成２３年 ４月 １日改正） 

・ 建設雇用改善助成金 

・ 平成１９年度       平成１９年 ４月２４日公開 

（平成１９年 ４月２３日改正） 

・ 平成２０年度       平成２０年 ４月 １日公開 

（平成２０年 ４月 １日改正） 

・ 平成２１年度       平成２１年 ４月 １日公開 

（平成２１年 ４月 １日改正） 

・ 平成２２年度       平成２２年 ４月 １日公開 

（平成２２年 ４月 １日改正） 

・ 平成２３年度（上半期）  平成２３年 ４月 １日公開 

（平成２３年 ４月 １日改正） 

（ⅴ）利用者に対する説明 

説明会や相談業務において利用者に対して助成金の趣旨、目的及び受給のための手続について、わかりやすく説明する

とともに、不正受給を行うことのないよう、注意を促した。 

（ⅵ）関係機関との連携 

情報の共有化、不正受給の防止等を図るため、都道府県労働局等関係機関との連絡会議を開催し、開催回数は次のとお

りとなった。 

・ 開催回数 

・ 平成１９年度       ２５９回 

・ 平成２０年度       ２９８回 

・ 平成２１年度       ２３３回 

・ 平成２２年度       ２２８回 

・ 平成２３年度（上半期）  ２３９回 

（ロ）審査能力の向上等 

（ⅰ）職員の審査能力の向上 

各助成金担当職員の理解を高めるとともに、センター間での情報の共有化、対応に係るばらつきの防止を図るため、審

査業務における疑義・要望事項を都道府県センターの助成金担当職員から集約し、本部における対応方針について、ブロ

ック別職員研修等の機会を通じて周知した。 

また、各都道府県センターにおいては、助成金担当者の審査能力の向上を図るため、実際にあった事案等を活用したケ

ーススタディを通じた職員研修等を実施し、実施回数は次のとおりとなった。 

・ 実施回数 

・ 平成１９年度       ６０３回 

・ 平成２０年度       ７３０回 

・ 平成２１年度       ７５３回 

・ 平成２２年度       ５４０回 

・ 平成２３年度（上半期）  ２８３回 

（実施内容） 

・ 助成金の相談・審査業務、審査期間の短縮、不正受給防止等について 

（ⅱ）不正受給の防止 

（ａ）事業所訪問の実施 

支給要件に合致しているかの確認のため可能な限り直接事業所訪問を行い、特に疑義のあるものについては、すべて

直接事業所訪問したことにより、事業所訪問数は次のとおりとなった。 

・ 事業所訪問数 

・ 平成１９年度       ３，２２３件 

・ 平成２０年度       ４，５０６件 

・ 平成２１年度       ４，３３４件 

・ 平成２２年度       ４，１０８件 
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（ニ）説明会を積極的に開催するとともに説明会終了時に調査

を実施し、８０％以上の者から、助成金等の制度の理解に

役立った旨の評価が得られるようにする。 

なお、調査については、利用者の意見等をより的確に把

握できるように実施するとともに、当該調査結果を分析し

て業務の質の向上に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成２３年度（上半期）  １，２６６件 

（ｂ）都道府県労働局との連携の強化 

・ 不正受給の防止及びその発覚後の対応の的確化を図るため、都道府県労働局が実施するブロック別職員研修に参加し

た。 

・ 助成金の審査等に係る情報交換を実施した。 

・ 不正受給防止のため、都道府県労働局への雇用保険関係データの照会を行った。 

（ｃ）不正受給防止体制の強化 

不正受給防止体制の強化を図るため、本部総務部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を配置し、不正受給

防止マニュアルの遵守を徹底するための点検を行うとともに、本部総務部及び助成金担当部による都道府県センターに

対する不正受給防止のための巡回指導や給付調査役等に対する研修を実施した。 

（ハ）説明会の開催等 

（ⅰ）説明会及び個別相談の実施 

・ 説明会開催回数 

・ 平成１９年度        ２，５９７回 

・ 平成２０年度        ２，５３５回 

・ 平成２１年度        ２，２５３回 

・ 平成２２年度        １，３１２回 

・ 平成２３年度（上半期）     ３０３回 

・ 説明会参加者数 

・ 平成１９年度       ７６，１１２人 

・ 平成２０年度       ７７，０２９人 

・ 平成２１年度       ７１，６３８人 

・ 平成２２年度       ３８，７１６人 

・ 平成２３年度（上半期）   ６，６３６人 

・ 個別相談件数 

・ 平成１９年度       ６４，２７５件 

・ 平成２０年度       ６２，３０８件 

・ 平成２１年度       ６５，９２６件 

・ 平成２２年度       ６４，０３８件 

・ 平成２３年度（上半期）  ２０，７９５件 

（ⅱ）説明会終了後のアンケート調査の実施 

説明内容の理解度を測るため、アンケート調査を実施し、助成金等の制度の理解に役立った旨の評価を得た割合は、次

のとおり５年連続で中期目標・中期計画の目標を上回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度       ８８．９％（有効回答者数  １７，７０６人） 

（「大変役に立つ」  １３．２％、「役に立つ」  ７５．７％） 

・ 平成２０年度       ８６．６％（有効回答者数  １６，８１３人） 

（「大変役に立つ」   ８．２％、「役に立つ」  ７８．４％） 

・ 平成２１年度       ８６．８％（有効回答者数  １４，７６５人） 

（「大変役に立つ」   ９．３％、「役に立つ」  ７７．５％） 

・ 平成２２年度       ９０．３％（有効回答者数  １０，１１３人） 

（「大変役に立つ」  １３．８％、「役に立つ」  ７６．５％） 

・ 平成２３年度（上半期）  ８８．６％（有効回答者数   １，４６７人） 

（「大変役に立つ」  ２０．４％、「役に立つ」  ６８．２％） 

また、説明会の実施方法の見直し等業務の改善を図るため、アンケート自由記述欄に記載された参加者の要望・意見等

を分析した。 

併せて、一層の業務改善の取組を推進するため、アンケート調査に基づく業務改善事例については、本部で集約の上、

各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行った。 

《アンケート調査結果に基づく業務改善の事例》 

① 説明会内容等の改善 

・ 文章の羅列でなく、できる限り説明資料のビジュアル化に努めた。 

・ 制度の有効活用に資するため、実際に助成金制度を活用した事業所の具体的な好事例を紹介した。 

・ 参加者からの質問事項等を事前に把握し、説明内容に反映させた。 

・ 初めて助成金を活用しようとする事業所も理解しやすい説明資料を作成し、参加事業所の理解度に応じた説明時間の
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（ホ）建設事業主等に対する助成金については、新規申請者数

の対前年度増加率が２％以上となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（へ）申請者の声や適正支給に配慮しつつ、申請書の記載項目

の簡略化、添付書類の簡素化等による事務手続の合理化を

進めることにより、申請者の手続面での負担の軽減を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 就職資金貸付について 

公共職業安定所等と連携し、利用対象者に対し、制度内容、

利用条件、相談・受付窓口等制度の周知を図るとともに、適

正な運用に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

配分や説明の早さなどを工夫した。 

② 説明会終了後のフォローアップ 

説明会終了後、フォローアップを希望する事業所に対し個別相談に応じるとともに、時間に余裕のない事業所につい

ては、アンケート調査において希望を確認し、後日、電話や事業所訪問によるフォローアップを行った。 

（ニ）建設事業主等に対する助成金 

新規申請者数については、次のとおり。 

平成２１年度は建設業の許可業者数が大幅に増加（対前年度比＋４，０２２事業所）したため、新規申請者数も５，３８６

事業所（対前年度増加率４２．１％）となったが、平成２２年度は一転して大幅に減尐（対前年度比△１４，３９０事業所）

し、許可業者数が減尐傾向にあることに加え、東日本大震災の発生により、災害救助法適用地域における支給決定件数が減尐

（対前年同期比で△１，５９０件。）したことにより、平成２２年度以降の新規申請者数は減尐したものと思料される。 

なお、平成１８年度の実績を基に、中期目標策定当時に想定した最終年度（２３年度）の目標値３，８４３事業所に対して

は、年間実績で勘案すれば、上回るものと見込まれる。 

・ 平成１９年度       ４，０７０事業所（達成率  １３７．２％）（増加率   ４０．０％） 

・ 平成２０年度       ３，７９１事業所（達成率   ９１．３％）（増加率   △６．９％） 

・ 平成２１年度       ５，３８６事業所（達成率  １３９．３％）（増加率   ４２．１％） 

・ 平成２２年度       ４，４８１事業所（達成率   ８１．６％）（増加率  △１６．８％） 

・ 平成２３年度（上半期）  ２，０２７事業所（進捗率   ４４．３％）（増加率  △５４．８％） 

（ホ）事務手続の合理化 

申請者の手続面での負担の軽減を図るため、都道府県センターへ寄せられた事務手続に関する申請者の要望等を踏まえ、適正

支給に配慮しつつ、以下の措置を講じた。 

（ⅰ）中小企業人材確保推進事業助成金 

・ 受給資格認定申請書の添付書類のうち、事業協同組合等の「定款」及び「過去３箇年の事業計画書及び事業報告書」につ

いて、それぞれの書類に記載された事項がインターネットを利用して公衆が閲覧できる状態にあり、当該事項を確認するた

めに必要な事項を記載した書面を提出する場合、添付を省略できることとした。 

・ 事業協同組合等の事業に係る経理処理とは別に、助成の対象となる経費を明らかにするための特別会計帳簿（指定様式）

を廃止した。 

（ⅱ）中小企業基盤人材確保助成金 

・ 申請の際に提出を求めていた書類のうち、労働保険料の納付書・領収証書の写しの提出を不要とした。 

・ 対象労働者の勤務状況等を確認する様式の整理統合を行った。 

・ 手続きの簡素化を図るため、実施計画認定申請の手続きを廃止した。 

（ⅲ）建設雇用改善助成金 

・ 平成１９年４月２３日に要領を改正し、受給資格認定申請書の添付書類のうち、「技能実習委託契約書」の写しについて、

委託契約書締結が困難な場合は建設事業主からの委託が確認できるもの（受講申込書など）の添付でも申請を可能とした（第

２種技能実習）。 

・ 平成２０年４月 1日に要領を改正し登録教習機関で行う委託技能実習等については、受給資格認定申請を廃止し支給申請

手続のみで利用できるようにした（第２種技能実習）。 

・ 申請の際に提出を求めていた書類のうち、労働保険料の納付書・領収証書の写しの提出を不要とした。 

・ キャリア形成促進助成金の支給決定後に申請を受け付けていた建設教育訓練助成金（第４種認定訓練）について、両助成

金の同時申請を可能とするとともに、重複していた添付書類の提出を不要とした。 

・ 手続きの簡素化を図るため、受給資格認定申請の手続きを廃止し、建設雇用改善推進助成金計画届等の提出に代えるなど

した。 

② 就職資金貸付について 

公共職業安定所等と連携し、利用対象者に対し、制度内容、利用条件、相談・受付窓口等制度の周知を図るとともに、適正な

運用に努めた。 

なお、就職資金貸付については、平成２２年度末で廃止した。 
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２ 職業能力開発業務について 

（２）効果的な職業訓練の実施について 

効果的な職業訓練を実施するため、企業等のニーズに応えた

訓練コースの設定や、「日本版デュアルシステム」、「実践型人

材養成システム」、「有期実習型訓練」の実施等の効果的・効率

的な訓練実施方法の追求、キャリア・コンサルティングの積極

的実施による個々人の意欲・適性・能力等に応じた訓練コース

の選定を行うとともに、就職率等の訓練成果の客観的な評価・

分析を実施し、訓練の質や効果的な訓練の実施を担保するこ

と。 

 

 

（３）離職者を対象とする職業訓練について 

① 離職者の的確な訓練受講を促進し、訓練の結果が再就職に

結び付くよう、十分なキャリア・コンサルティングを実施し、

意欲・適性・能力等に応じた訓練コースの選定を行い、就職

に資する訓練効果の高い職業訓練を実施すること。また、訓

練開始時から積極的に就職支援活動を行うこととし、これら

により、施設内訓練修了者の就職率を各年度とも８０％以上

とし、委託訓練修了者の就職率を各年度とも  ６５％以上

とするとともに、就職者のうち常用労働者として就職した者

の割合の向上に努めること。さらに、各訓練の到達目標の設

定に努めること。 

上記目標を達成するため、また、民間教育訓練機関の育成

という点も踏まえ、民間教育訓練機関への委託については、

委託先の開拓を積極的に実施し、かつ、委託に際しては、機

構が有する職業能力開発及び就職支援のノウハウの提供・指

導を行うこと。 

 

 

 

 

（６）若年者対策について 

依然としてフリーター等若年不安定就労者や若年失業者が

多く、中長期的な競争力・生産性の低下等が懸念され、若年者

を我が国を支える「人材」として育成していくことが喫緊の課

題となっている。こうした中、若年者の職業意識の形成、職業

訓練の実施、就職支援等若年者の就業について総合的な支援を

行うこと。 

① 職業意識の形成の支援等 

（イ）キャリア・コンサルタントの活用等により、様々な課題

を抱える若年者の職業理解を促進し、職業意欲の喚起を行

い、安定就労への誘導を積極的に行うこと。 

その際、地方公共団体等とも連携した取組を展開すると

ともに、実績に基づく支援拠点の重点化を行うこと。また、

事業の効果を検証し、事業の在り方について厳格な評価を

行うこと。 

 

 

 

 

 

 

２ 職業能力開発業務について 

（２）効果的な職業訓練の実施について 

効果的な職業訓練を実施するため、企業等のニーズに応えた

訓練コースの設定や、「日本版デュアルシステム」、「実践型人

材養成システム」、「有期実習型訓練」の実施等の効果的・効率

的な訓練実施方法の追求、キャリア・コンサルティングの積極

的実施による個々人の意欲・適性・能力等に応じた訓練コース

の選定を行うとともに、就職率等の訓練成果の客観的な評価・

分析を実施し、訓練の質や効果的な訓練の実施を担保する。 

なお、各職業訓練に係る訓練コースの見直しを行い、その結

果をホームページに公表する。 

 

（３）離職者を対象とする職業訓練について 

① キャリア・コンサルティングを積極的に実施し、各相談者

に対し時間的にも内容的にも十分な対応を行い、その結果に

基づき、個々人の意欲・適性・能力等に応じた訓練コースを

選定し、就職に資する職業訓練の受講を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）若年者対策について 

現在の若年者を取り巻く変化・課題を踏まえ、次により若年

者の就業に係る総合的な支援を実施する。 

 

 

 

 

① 職業意識の形成の支援等 

（イ）公共職業安定所や地方公共団体における若年者の就労支

援機関との連携を図りながら、若年者の職業意識を啓発す

るための取組みや、キャリア・コンサルティングの実施に

より若年者のキャリア形成を支援する。 

また、実績に基づく若年者の職業意識を啓発するための

支援拠点の重点化を行い、事業の効果を検証し、事業の在

り方について厳格な評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

２ 職業能力開発業務について 

（２）効果的な職業訓練の実施について   

 効果的な訓練の実施 

（イ）訓練受講希望者本人が意欲・適性・能力等を十分把握し、適正な訓練コースの選定ができるようキャリア・コンサルティン

グを実施した。 

（ロ）企業が実践型人材養成システムや有期実習型訓練を効果的・効率的に実施できるよう、新たにモデルカリキュラムを作成し、

また、訓練に係る評価支援ツールについても業種分野の追加を行った。 

   ・モデルカリキュラムの作成 

    ・ 平成２０年度  １９業種 ４４訓練科 

    ・ 平成２１年度   ５業種 １０訓練科 

    ・ 平成２２年度   ４業種  ９訓練科 

  

（３）離職者を対象とする職業訓練について 

  ① 適切な訓練コースの選定 

訓練受講希望者等に対し、都道府県センターに設置している「キャリア形成支援コーナー」及び公共職業安定所に設置してい

る「キャリア形成相談コーナー」において、キャリア・コンサルティングを実施し、本人の適性及び能力等を十分把握した上で

就職に資する訓練受講に結びつくよう支援を実施した。 

・キャリア形成支援コーナーでの相談件数 

      ・平成１９年度     １９８，２００件 

      ・平成２０年度     ２４６，１７０件 

      ・平成２１年度     ２６７，９４８件 

      ・平成２２年度     ２３６，４４４件 

      ・平成２３年度（上半期）１０２，１７７件 

・キャリア形成相談コーナーでの相談件数 

 ・平成１９年度     ３３８，６８０件 

 ・平成２０年度     ４４０，９９５件 

 ・平成２１年度     ５１２，５９１件 

 ・平成２２年度     ２９０，８９２件 

 ・平成２３年度（上半期） ９１，３１１件 

また、就職に資する職業訓練の受講を促進するため、平成２３年度から職業訓練指導員や離職者訓練担当者が公共職業安定所

を巡回し、求職者に対して訓練コースの情報提供、相談を行った。 

     

（６）若年者対策について 

 

 

 

 

 

 

① 職業意識の形成の支援等  

（イ）若年者への職業意識の啓発 

公共職業安定所や地方公共団体における若年者の就労支援機関との連携を図りながら、若年者の職業意識を啓発するための

取組を行った。 

また、平成１９年度に若年者の職業意識を啓発するための支援拠点を東京・大阪の２ヶ所に重点化し、同年度末に廃止した。 

なお、支援拠点の廃止後も、平成２０年度は全国において若年者の参加が見込まれる場所に出向いて行く方法を活用し、若

年者に対して職業意識の啓発を機動的に実施するとともに、平成２１年度以降は、労働者等に対するキャリア形成に係る相談

援助を行う中で、若年者に対して職業意識の啓発に努めた。 

（ⅰ）実施状況 

（ａ）職業ふれあい事業（多種多様な職場の見学や仕事体験、職業に関するディスカッション等、自主的なグループ活動の支

援） 

・ 実施回数 

・ 平成１９年度  ４０９回 

・ 平成２０年度  ２４０回 
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（ロ）私のしごと館 

（ⅰ）「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２

４日閣議決定）に基づき、運営を包括的に民間に委託し、

当省において、第三者委員会による外部評価を実施し、

その結果を踏まえて、平成２０年末までに「私のしごと

館」の存廃を含めその在り方について検討を行うため、

機構は、必要な協力を行うこと。 

なお、運営を包括的に民間に委託するに当たっては、

第三者委員会の検討を踏まえて設定する目標を上回る

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）「私のしごと館」の未利用校に対する働きかけ、利用

前の事前学習の実施及び利用後の事後学習指導の実施

の支援等を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）私のしごと館 

（ⅰ）「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２

４日閣議決定）に基づき、運営を包括的に民間に委託し、

厚生労働省において、第三者委員会による外部評価を実

施し、その結果を踏まえて、平成２０年末までに「私の

しごと館」の存廃を含めその在り方について検討を行う

ため、機構は、必要な協力を行う。 

なお、運営を包括的に民間に委託するに当たっては、

第三者委員会の検討を踏まえて設定する目標を上回る

ようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）｢私のしごと館｣の未利用校に対する来館の働きかけ、

利用前の事前学習の実施及び利用後の事後学習指導の

実施の支援等を行う。 

 

・ 参加者数 

・ 平成１９年度  ８，０２６人 

・ 平成２０年度  ４，５８７人 

（ｂ）フォーラム事業（利用者同士が職業に関する情報交換を行える場の提供) 

・ 実施回数 

・ 平成１９年度  １，８７７回 

・ 平成２０年度  １，３２５回 

・ 参加者数 

・ 平成１９年度  ３４，９２４人 

・ 平成２０年度  ２６，７７４人 

（ｃ）適職選択、キャリア形成に関する相談等 

・ 相談件数 

・ 平成１９年度  １９，２８７件 

・ 平成２０年度  １２，９２５件 

（ｄ）情報提供事業（インターネット、ビデオ等を活用した職業に関する情報の提供） 

・ 利用者数 

・ 平成１９年度  ５３，０９７人 

・ 平成２０年度  １６，６６７人 

（ⅱ）フォローアップ調査の実施 

利用者に対し、利用後概ね３ヶ月経過した時点で調査（サンプル調査）を実施した結果、８４．３％の者から「就職に

対する行動に変化があった」との回答を得た（平成１９年度のみ実施。）。 

（有効回答者数 １，０３５人） 

（ロ）私のしごと館  

（ⅰ）「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、厚生労働省に経済界、教育界等の有識者

による「私のしごと館のあり方検討会」が設置され、私のしごと館のあり方や、しごと館の包括的民間委託の視点・考え方

を検討するため、機構は、資料の提供などの対応を行った。 

この視点・考え方に沿って、私のしごと館の運営の包括的民間委託を実施するための、一般競争入札（総合評価落札方

式）による調達を行い、平成２０年７月２５日、民間事業者を落札決定し、平成２０年９月１日から２年間の委託を開始

した。 

また、委託に際しては、有識者による第三者委員会の検討を踏まえ、委託期間を２年間とし、平成２０年９月１日から

平成２１年８月３１日までの１年間と平成２１年９月１日から平成２２年８月３１日までの１年間のそれぞれの期間にお

いて、 

① 職業体験事業の利用者延べ２６万人以上、 

② サービス全体について利用者からのアンケート調査（満足度調査、職業意識啓発度調査、就職活動影響度調査、教員

アンケート調査）で「良かった」旨の評価８割以上、 

という目標を設定し、実績は以下のとおりとなった。 

なお、私のしごと館は、平成２１年度末に廃止した。 

＜平成２０年９月１日から平成２１年８月３１日までの実績＞ 

・ 職業体験事業の利用者  ２３８，７４２人 

・ 満足度調査          ８２．１％ 

・ 職業意識啓発度調査      ９１．０％ 

・ 就職活動影響度調査      ９５．７％ 

・ 教員アンケート調査      ９６．７％ 

＜平成２１年９月１日から平成２２年３月３１日までの実績＞ 

・ 職業体験事業の利用者  １４７，０８７人 

・ 満足度調査          ８１．７％ 

・ 職業意識啓発度調査      ９０．６％ 

・ 就職活動影響度調査      ８７．５％ 

・ 教員アンケート調査      ９８．１％ 

（ⅱ）全国の都道府県センターにおいて、未利用校に対する来館のためのＰＲ活動を実施した。 

・ 周知訪問件数   

・ 平成１９年度     ７８２件 

・ 平成２０年度     １２２件 
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（ⅲ）業務・システムの最適化のため、システム構成及び調

達方式の見直しを行うことにより、システムコスト削

減、システム調達における透明性の確保及び業務運営の

合理化を図ること。このため、当該業務・システムの監

査及び刷新可能性調査を実施し、これらを踏まえ平成 

１９年度までに当該業務・システムの最適化計画を策定

し、公表するとともに、当該計画を着実に実施すること。 

 

② 訓練の実施等 

（ロ）企業が主体となって現場の中核となる実践的な技能を備え

た職業人を育成する「実践型人材養成システム」、フリーター

等に実践的な訓練を行うことにより常用雇用化を促進する

「有期実習型訓練」について、その導入・実施のため、企業

の訓練カリキュラムの策定等への支援、訓練の一部実施によ

る協力等を行うこと。その際、地域における民間教育訓練機

関等との役割分担を踏まえ行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）キャリア・コンサルティングについて 

キャリア・コンサルティングの能力を身につけたアドバイザ

ーを各都道府県センター等に配置し、労働者等へのキャリア・

コンサルティングの充実を図るとともに、キャリア・コンサル

タントについて、研修を行う等により質の向上を図ること。 

また、利用者に対してアンケート調査を実施し、８０％以上

の者から職業能力の向上等が図られた旨の評価が得られるよ

うにすること。 

なお、アンケート調査の実施に当たっては、利用者の意見を

より的確に把握できるようにするとともに、当該調査結果を分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅲ）業務・システムの最適化のため、システム構成及び調

達方式の見直しを行うことにより、システムコスト削

減、システム調達における透明性の確保及び業務運営の

合理化を図る。このため、当該業務・システムの監査及

び刷新可能性調査を実施し、これらを踏まえ、平成１９

年度までに当該業務・システムの最適化計画を策定し、

公表するとともに、当該計画を着実に実施する。 

 

② 訓練の実施等 

（ロ）企業が主体となって現場の中核となる実践的な技能を備

えた職業人を育成する「実践型人材養成システム」、フリ

ーター等に実践的な訓練を行うことにより常用雇用化を

促進する「有期実習型訓練」について、その導入・実施の

ため、企業の訓練カリキュラムの策定等への支援、訓練の

一部実施による協力等を行う。その際、地域における民間

教育訓練機関等との役割分担を踏まえ行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）キャリア・コンサルティングについて 

キャリア・コンサルティングの能力を身につけたアドバイザ

ーを各都道府県センター等に配置し、労働者等へのキャリア・

コンサルティングの充実を図るとともに、キャリア・コンサル

タントについて、研修を行う等により質の向上を図る。 

また、利用者に対してアンケート調査を実施し、８０％以上

の者から職業能力の向上等が図られた旨の評価が得られるよ

うにする。 

なお、アンケート調査の実施に当たっては、利用者の意見を

より的確に把握できるようにするとともに、当該調査結果を分 

・ 平成２１年度      ５１件 

・ 全国の都道府県センターと連携し、来館予定校等に、私のしごと館の利用を一層効果的にするなどの事前学習や学校等の

要望を受け、教員等に対するキャリア・コンサルティングのノウハウの提供や学生を対象とした職業適性・職業選択等の相

談などのアフターフォローサービスを実施した。 

・ アフターフォローサービス等提供件数 

・ 平成１９年度      ８４件 

・ 平成２０年度      １５件 

・ 平成２１年度       ６件 

なお、平成１９年度においては、以下の取組も実施した。 

・ 全国の都道府県センターにおいて、しごと館のノウハウを活用して、中学・高校教員等を対象としたキャリア形成支

援セミナーを実施した。 

・ 教員・保護者等向けセミナー   ２，３０３人 

・ キャリア形成支援を実施するため、他の学校等教育機関や事業主団体等と連携し、中学校、高校、大学等の要請に基

づいたセミナーとして「職業意識啓発、キャリア形成意識の醸成に係るセミナー」（平成１９年４月２０日外 計３６回

開催、受講者数４，２７４名）、近隣３府県の教育委員会等の後援により学校教職員・教育委員会関係者等を対象とした

キャリア形成支援セミナー「キャリア教育リーダー養成セミナー」（平成１９年 ８月２日開催、受講者数４９名）及び

大学の要請に基づいたセミナーとして、「ビジネスマナーの基本」（平成１９年６月３０日外 計２回開催 受講者数  

２２３名）を実施した。 

（ⅵ）業務・システムの最適化 

私のしごと館運営における業務・システムの監査等を踏まえ、特に、情報システムの機能、機器構成、運用・保守体制

の徹底した見直し等による経費削減に焦点をあてた「私のしごと館の業務・システム最適化計画」を平成１９年度に策定

し、ホームページ上に公表した。 

また、私のしごと館の業務・システムの最適化計画については、独立行政法人整理合理化計画に基づき、私のしごと館

の運営を包括的に民間に委託するに当たり、民間がその裁量に応じて活用できるよう、仕様書に参考として提示した。 

 

 

（ロ）各都道府県センターにおいて、企業又は地域ジョブ・カードセンターからの要請に応じ、実践型人材養成システム及び有期

実習型訓練の導入・実施のための訓練実施計画及び訓練カリキュラムの作成等の各種支援を行った。 

なお、実践型人材養成システムにおいては、実施計画認定申請書の取次ぎを行い、有期実習型訓練については、訓練基

準に適合するか否かの確認を行い、取次件数及び確認件数は次のとおりとなった。 

・ 実践型人材養成システムの実施計画認定申請書の取次件数 

・ 平成１９年度         ２５７件 

・ 平成２０年度         ５１８件 

・ 平成２１年度       １，５５５件 

・ 平成２２年度       ２，３０４件 

・ 平成２３年度（上半期）     ５２件 

・ 有期実習型訓練の訓練基準に適合するか否かの確認件数 

・ 平成２０年度         ５３０件 

・ 平成２１年度       ３，７１２件 

・ 平成２２年度       ７，６６５件 

・ 平成２３年度（上半期）     ８６６件  

 当機構の廃止に伴い、平成２３年１０月１日に当該業務を国（都道府県労働局）に移管したことから、円滑な業務の移

管に向けて、提出書類の内容確認など必要な引き継ぎを行った。 

（７）キャリア・コンサルティングについて  

① 労働者へのキャリア・コンサルティングの充実とアンケート調査の実施 

キャリア・コンサルティングの能力を身につけたアドバイザーを各都道府県センター等に配置し、以下のとおりキャリア形成

に係る相談援助を実施した。 

なお、当機構の廃止に伴い、当該業務は平成２３年９月末で廃止した。 

（イ）労働者に対する相談援助 

（ⅰ）実施内容 

・ キャリア・コンサルティングの実施 

ジョブ・カードの作成支援、キャリアシートの作成支援、能力開発プログラムの作成等能力開発に関する必要な援助等 

・ キャリア形成に関する情報提供 
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析して業務の質の向上に反映できるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

析して業務の質の向上に反映できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）相談援助件数 

・ 平成１９年度         ７１９，０６５件 

・ 平成２０年度         ９８４，３９５件 

・ 平成２１年度       １，２３４，７４８件（うち、基金訓練対象者分   ９９，８３１件） 

・ 平成２２年度         ８０８，３９９件（うち、基金訓練対象者分  ２２５，０５７件） 

・ 平成２３年度（上半期）    ３１２，８７２件（うち、基金訓練対象者分   ９６，７７９件） 

（ロ）事業主及び事業主団体等に対する相談援助 

（ⅰ）実施内容 

・ キャリア・コンサルティングに関する技術的援助  

・ キャリア形成促進助成金に関する相談援助 

・ キャリア形成に関する情報提供 

（ⅱ）相談援助件数 

・ 平成１９年度       ６７，６１０件 

・ 平成２０年度       ６６，９６６件 

・ 平成２１年度       ７２，５９３件 

・ 平成２２年度       ６１，５０２件 

・ 平成２３年度（上半期）  ２５，２０４件 

（ハ）アンケート調査の実施 

キャリア・コンサルティングを受けた利用者に対しアンケート調査を実施し、職業能力の向上等が図られた旨の評価を得た

割合は、次のとおり５年連続で中期目標・中期計画の目標を上回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度       ９９．５％（有効回答者数  １９，８１５人、有効回答事業所数  ６２６事業所） 

（「大変役に立つ」  ６４．７％、「役に立つ」  ３４．８％） 

・ 平成２０年度       ９９．５％（有効回答者数  １８，３６３人、有効回答事業所数  ３０５事業所） 

（「大変役に立つ」  ６５．８％、「役に立つ」  ３３．７％） 

・ 平成２１年度       ９９．３％（有効回答者数  １９，３０９人、有効回答事業所数  ２６２事業所） 

（「大変役に立つ」  ６８．６％、「役に立つ」  ３０．７％） 

・ 平成２２年度       ９９．４％（有効回答者数  １６，７３５人、有効回答事業所数  ２８４事業所） 

（「大変役に立つ」  ６８．８％、「役に立つ」  ３０．７％） 

・ 平成２３年度（上半期）  ９９．６％（有効回答者数   ６，６２３人、有効回答事業所数   ７５事業所） 

（「大変役に立つ」  ６９．７％、「役に立つ」  ２９．９％） 

また、利用者のニーズを的確に把握し、サービスの質の向上を図るため、アンケート自由記述欄に記載された利用者の要望・

意見等を分析し、満足度向上に努めた。 

併せて、一層の業務改善の取組を推進するため、各都道府県センターにおける業務改善事例については、本部で集約の上、

各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行った。 

《アンケート調査に基づく業務改善の事例》 

・ 再就職に向けての行動と支援ステップの明確化 

就職活動の進め方に迷いのある利用者が、就職活動全体での自分のポジションを確認しながら主体的な就職活動ができ

るよう、再就職に向けてとるべき具体的行動とジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング等の支援ステップ

を関連付けたフローチャートを作成し、これを明示しながら相談を行った。 

・ 利用者の声を活用した効果的な相談の実施 

相談に対する利用者の不安を軽減し、効果的な相談を実施するため、過去の利用者の声を相談前に抱える課題別（「ジョ

ブ・カードの効果」、「自身の適性」、「就職活動の進め方」等）に分類し、相談を受けたことによる効果を整理して、相談

時に利用者に提示した。 

・ 実施方法の見直し 

アンケート調査において、求職者から要望が多かったニーズから「自己理解」や「情報収集の仕方」のテーマでセミナ

ーを開催し、必要な情報提供や自己理解を深めるグループワークを開催するとともに、必要に応じてキャリア・コンサル

ティングを実施することで、限られた人員で多くの求職者に支援を提供した。 

（ニ）フォローアップ調査の実施 

利用者がキャリア・コンサルティングを受けた結果、就職・能力開発等への具体的な取組等の行動につながったかを把握し、

事業効果を測るため、相談後おおむね３ヶ月経過した時点でフォローアップ調査（サンプル調査）を実施した。 

・ 「就職・能力開発等への具体的な取組等が図られた」との回答 

・ 平成１９年度       ８４．２％（有効回答者数  ２，９９０人） 

・ 平成２０年度       ８５．４％（有効回答者数  ２，８２６人） 
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（１０）労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成金

及び技能者育成資金について 

① ホームページ及びパンフレットにおいて、制度内容、利用

条件、相談・受付窓口等を公開し、申請者の利便を図るとと

もに、説明会や相談業務を通じて、制度の趣旨等を申請者に

対し十分に周知することにより、申請者の利便を図ること。 

また、職員研修等による担当者の審査能力の向上を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成金

及び技能者育成資金について 

① ホームページ、パンフレット、申込みに係る手引等を作成

することとし、その作成に当たっては、制度内容、利用条件、

相談・受付窓口等を利用者の視点に立った分かりやすい表現

とする。パンフレット、申込みに係る手引等については、都

道府県センターにおいて配布するとともに、公共職業安定所

等関係機関においても配布されるようこれらの機関との連

携を図る。また、インターネットを通じた質問を受け付け、

よくある質問に対して回答をホームページに公開するなど

積極的に利用者の利便の向上と情報提供に努める。さらに、

支給金額、利用条件等の制度内容に変更があった場合は当該

変更が確定した日から、７日以内にホームページ等で公開す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成２１年度       ８７．８％（有効回答者数  ３，０２０人） 

・ 平成２２年度       ９０．５％（有効回答者数  ２，６５３人） 

・ 平成２３年度（上半期）  ８４．６％（有効回答者数    ３５８人）（暫定値） 

② フォローアップ研修 

キャリア・コンサルタントの質の向上を図るため、キャリア・コンサルタント養成講座修了生を対象にして、フォローアップ

研修を実施し、開催回数及び受講者数は次のとおりとなった。 

（イ）実施件数 

・ 開催回数 

・ 平成１９年度       ６０回 

・ 平成２０年度       ５７回 

・ 平成２１年度       ５１回 

・ 平成２２年度       ４７回 

・ 平成２３年度（上半期）  ４７回 

・ 受講者数 

・ 平成１９年度       １，２０５人 

・ 平成２０年度       １，２２４人 

・ 平成２１年度       １，０３４人 

・ 平成２２年度         ８００人 

・ 平成２３年度（上半期）    ７６９人 

（ロ）実施テーマ例 

・ キャリア・コンサルタント交流会 

・ ヤングキャリアシート活用事例講座 

・ 傾聴能力スキルアップ講座 

・ 支援機関に特化したキャリア・コンサルタント交流会 

・ 企業におけるメンタルヘルス対応 

 

（１０）労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成金及び技能者育成資金について 

 

① キャリア形成促進助成金  

労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための助成金の支給業務については、申請者の利便や申請内容の適正化、不正受

給防止を図るため、以下の取組を行った。 

なお、当機構の廃止に伴い、平成２３年１０月１日に当該業務は国（都道府県労働局）に移管したことから、円滑な業務の移

管に向けて、都道府県労働局と十分に調整し、必要な引継ぎを行った。 

（イ）制度の周知等 

（ⅰ）ホームページ、パンフレット等の作成 

・ 助成金制度をより分かりやすく、利用しやすいものとするため、ホームページにおいては、制度改正の都度、速やかに、

利用者にとってわかりやすいレイアウト、表現及び受付窓口への誘導等の見直しを行い、公開した。 

・ 利用者の用途に対応するため、助成金の内容等を簡潔にまとめたパンフレットと実際の申請に向けた詳細な内容や申請書

の記入例を盛り込んだ申請の手引を活用し、周知を行った。 

（ⅱ）パンフレット等の配布による周知 

作成したパンフレットや申請の手引きは、都道府県センターが実施する説明会や相談援助業務等に限らず、各関係機関

が開催する説明会等においても配布するとともに、公共職業安定所等の関係機関においても配布した。 

また、ジョブ・カード制度を推進する上で、地域ジョブ・カードセンターや地域ジョブ・カードサポートセンターにも

パンフレット等を提供することにより、一体的な周知等を図った。 

（ⅲ）インターネットを通じた質問への対応 

インターネットを通じた質問は、電話、電子メールによる、説明・回答を行うとともに、よくある質問については、回

答をＱ＆Ａとしてホームページで公開した。 

（ⅳ）制度内容変更の公開 

制度改正の都度、変更内容を速やかにホームページで公開した。 

・ 平成１９年度 

・ 第１回  平成１９年４月２４日公開 

（平成１９年４月２３日改正） 

・ 第２回  平成１９年８月９日公開 
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② 説明会や相談業務を通じて制度の趣旨、内容、申請手続等

を利用者に対して十分に説明することなどにより、利用者の

利便を図る。また、職員研修を実施し、審査能力の向上を図

る。 

③ 助成金については、申請内容の適正化や不正受給の防止等

を図る。また、可能な限り直接事業所を訪問するなどし、支

給要件と実際に合致しているか等の確認を行う。また特に疑

義のあるものについては、すべて事業所を訪問し、不正受給

の防止に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成１９年８月４日改正） 

・ 平成２０年度 

・ 第１回  平成２０年４月１日公開 

（平成２０年４月１日改正） 

・ 第２回  平成２０年１０月３日公開 

（平成２０年１０月１日改正） 

・ 第３回  平成２１年 ２月６日公開 

（平成２１年 ２月６日改正） 

・ 平成２１年度 

・ 第１回  平成２１年４月１日公開 

（平成２１年４月１日改正） 

・ 第２回  平成２１年６月８日公開 

（平成２１年６月８日改正） 

・ 平成２２年度 

・ 第１回  平成２２年４月１日公開 

（平成２２年４月１日改正） 

・ 第２回  平成２２年１０月１日公開 

（平成２２年１０月１日改正） 

・ 平成２３年度（上半期） 

・ 第１回  平成２３年４月１日公開 

（平成２３年４月１日改正） 

（ⅴ）利用者に対する説明 

説明会や相談業務において利用者に対して助成金の趣旨、目的及び受給のための手続きを十分に説明するとともに、不

正受給を行うことのないよう注意を促した。 

（ロ）審査能力の向上等 

（ⅰ）職員の審査能力の向上 

各助成金担当職員の理解を高めるとともに、センター間での情報の共有化、対応に係るバラツキの防止を図るため、審

査業務における疑義・要望事項を都道府県センターの助成金担当職員から集約し、本部における対応方針について、ブロ

ック別職員研修等の機会を通じて周知した。 

また、各都道府県センターにおいては、助成金担当者の審査能力の向上を図るため、実際にあった事案等を活用したケ

ーススタディを通じた職員研修等を実施し、実施回数は次のとおりとなった。 

・ 実施回数 

・ 平成１９年度       ４７０回 

・ 平成２０年度       ４４７回 

・ 平成２１年度       ５０６回 

・ 平成２２年度       ４４１回 

・ 平成２３年度（上半期）  ２００回 

（実施内容） 

・ 助成金の相談・審査業務、審査期間の短縮、不正受給防止等について 

（ⅱ）不正受給の防止 

（ａ）事業所訪問の実施 

訓練等の実態等が支給要件に合致しているかの確認のため可能な限り直接事業所訪問を行い、疑義のあるものについ

ては、すべて直接事業所を訪問し確認し、事業所訪問数は次のとおりとなった。 

特に、ジョブ・カード制度関係訓練について、実習（OJT）及び事業内で実施される座学等（OFF-JT）の実態の確認等

を行った。 

・ 事業所訪問数 

・ 平成１９年度       １，０９６件（うち疑義事業所訪問数  ６２件） 

・ 平成２０年度         ９７６件（うち疑義事業所訪問数  ２６件） 

・ 平成２１年度       １，８３４件（うち疑義事業所訪問数  ２６件） 

・ 平成２２年度       ２，５４７件（うち疑義事業所訪問数  ４９件） 

・ 平成２３年度（上半期）    ９６２件（うち疑義事業所訪問数  ２９件） 

（ｂ）都道府県労働局と連携の強化 

・ 不正受給の防止及びその発覚後の対応の的確化を図るため、都道府県労働局が実施するブロック別職員研修に参加し
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② 助成金については、申請内容の適正化や不正受給の防止を

図るとともに、説明会終了時にアンケート調査を実施し、内

容を理解した旨の評価を８０％以上得られるようにするこ

と。なお、アンケート調査の実施に当たっては、説明会出席

者の意見をより的確に把握できるようにするとともに、当該

調査結果を分析して業務の質の向上に反映できるようにす

ること。 

また、申請に係る諸手続の合理化を進めることにより、申

請者の手続面での負担の軽減を図るとともに、実地調査の実

施等により、不正受給の防止に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 助成金については、説明会を積極的に開催するとともに、

説明会終了時にアンケート調査を実施し、８０％以上の者か

ら、助成金等の制度の理解に役立った旨の評価が得られるよ

うにする。 

なお、アンケート調査については、利用者の意見等をより

的確に把握できるように実施するとともに、当該調査結果を

分析し、業務の質の向上に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。 

・ 助成金の審査等に係る情報交換を実施した。 

・ 不正受給防止のため、都道府県労働局への雇用保険関係データの照会（OCR照会）を行った。 

（ｃ）不正受給防止体制の強化  

不正受給防止体制の強化を図るため、本部総務部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を配置し、不正受給

防止マニュアルの遵守を徹底するための点検を行うとともに、本部総務部及び助成金担当部による都道府県センターに

対する不正受給防止のための巡回指導や給付調査役等に対する研修を実施した。 

（ハ）説明会の開催等 

（ⅰ）説明会及び個別相談の実施 

・ 説明会開催回数 

・ 平成１９年度       １，７９５回 

・ 平成２０年度       ２，０５５回 

・ 平成２１年度       １，９０８回 

・ 平成２２年度       １，６０２回 

・ 平成２３年度（上半期）    ３３３回 

・ 説明会参加者数 

・ 平成１９年度       ６０，６８５人 

・ 平成２０年度       ５８，０３８人 

・ 平成２１年度       ５７，３９４人 

・ 平成２２年度       ４４，８３６人 

・ 平成２３年度（上半期）   ５，９２０人 

・ 個別相談件数 

・ 平成１９年度       ３３，７９８件 

・ 平成２０年度       ３０，６９７件 

・ 平成２１年度       ４１，５３３件 

・ 平成２２年度       ４１，８４２件 

・ 平成２３年度（上半期）  １５，２０４件 

（ⅱ）説明会終了後のアンケート調査の実施等 

（ａ）説明会終了後のアンケート調査の実施 

説明内容の理解度を測るため、アンケート調査を実施し、助成金等の制度の理解に役立った旨の評価を得た割合は、

次のとおり５年連続で中期目標・中期計画の目標を上回り、目標を達成している。 

・ 平成１９年度       ８９．１％（有効回答者数  １３，２５５人） 

（「大変役に立つ」  １０．９％、「役に立つ」  ７８．２％） 

・ 平成２０年度       ８７．６％（有効回答者数  １４，００４人） 

（「大変役に立つ」  １０．０％、「役に立つ」  ７７．６％） 

・ 平成２１年度       ８８．３％（有効回答者数  １４，４６６人） 

（「大変役に立つ」  １０．３％、「役に立つ」  ７８．０％） 

・ 平成２２年度       ９０．４％（有効回答者数  １１，０１４人） 

（「大変役に立つ」  １１．３％、「役に立つ」  ７９．１％） 

・ 平成２３年度（上半期）  ８８．４％（有効回答者数   ２，１５６人） 

（「大変役に立つ」  １５．６％、「役に立つ」  ７２．８％） 

また、説明会の実施方法の見直し等業務の改善を図るため、アンケート自由記述欄に記載された参加者の要望・意見

等を分析した。 

併せて、一層の業務改善の取組を推進するため、アンケート調査に基づく業務改善事例については、本部で集約の上、

各都道府県センターへフィードバックし、情報の共有化を行った。 

《アンケート調査結果に基づく業務改善の事例》 

① 実施方法の改善 

・ 認定実習併用職業訓練に対する助成内容など特定の内容については、これに特化した説明会を通常の説明会とは別

に実施した。 

・ 助成金を既に活用している事業所や初めて活用する事業所など参加事業所の状況を予め把握し、その状況に応じた

説明会を実施した。 

② 説明方法の改善 

・ 制度が複雑で理解が困難との意見が多く見られたことから、実際の活用事例や手続きに係るポイント等を記入した
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③ 技能者育成資金については、中期目標期間の最終年度まで

に国からの補助金が廃止され返還金のみによる貸付制度に

転換されることを踏まえ、回収業務の強化を行うとともに、

リスク評価を適切に行うこと。また、貸付対象者を真に必要

な者に限定すること等により、業務の効率化を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 助成金については、申請者の声や適正支給に配慮しつつ、

申請書の記載項目の簡略化、添付書類の簡素化等による事務

手続の合理化を進めることにより、申請者の手続面での負担

の軽減を図る。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 技能者育成資金については、中期目標期間の最終年度まで

に国からの補助金が廃止され返還金のみによる貸付制度に

転換されることを踏まえ、滞納者（連帯保証人を含む。）に

対する文書や電話での督促の徹底、１年以上の滞納者に対し

て法的手続処理を前提とした請求行為等の徹底及び必要に

応じた法的措置を実施する等、回収業務の強化を図るととも

に、民間基準に準拠した債権分類基準による債権分類を推進

することにより、債権の適切な管理を行う。また、借受者の

返還意識の涵養、口座振替による返還の推進等により、技能

者育成資金の新規返還者の初年度末の返還率について平成

２３年度までに９７％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料を活用した。 

（ｂ）フォローアップ調査の実施 

・ 事業主に対する調査 

助成金を利用した事業主に対し、助成金制度があったことにより訓練等の実施につながったかどうかのアンケート調

査を実施した。 

・ 「訓練等の実施につながった」との評価 

・ 平成２１年度       ９８．２％（有効回答数  ２，３６６人） 

・ 平成２２年度       ９６．９％（有効回答数  ２，１４１人） 

・ 平成２３年度（上半期）  ９３．８％（有効回答数  １，５４４人）（暫定値） 

・ 労働者に対する調査 

事業主を通じ、助成の対象となった労働者に対し、助成の対象となった訓練等によりキャリアアップが図られたかど

うかのアンケート調査を実施した。 

・ 「キャリアアップにつながった」との評価   

・ 平成１９年度       ９８．６％（有効回答数  １，６８５人） 

・ 平成２０年度       ９８．３％（有効回答数  ２，１５２人） 

・ 平成２１年度       ９８．７％（有効回答数  ２，３１９人） 

・ 平成２２年度       ９８．４％（有効回答数  ２，１０３人） 

・ 平成２３年度（上半期）  ９３．８％（有効回答数  ３，４４４人）（暫定値） 

（ニ）事務手続の合理化 

申請者の手続面での負担の軽減を図るため、都道府県センターへ寄せられた事務手続に関する申請者の要望等を踏まえ、適

正支給に配慮しつつ、以下の措置を講じた。 

・ 対象有期実習型訓練に係る申請手続において、訓練受講生が充足されない場合の認定変更申請の手続を簡素化するととも

に、申請に必要な書類を整理し、各都道府県センターにおける取扱いの統一化を図った。 

・ 申請の際に提出を求めていた書類のうち、既に都道府県センターに提出していた書類の提出を不要とした。 

・ 申請の際に提出を求めていた書類のうち、労働保険料の納付書・領収証書の写しの提出を不要とした。 

・ 訓練等の実施状況等を確認する様式を整理統合し、簡素化された様式を活用できることとした。 

・ 訓練等の実施前における手続きの簡素化を図るため、受給資格認定申請手続きを廃止し、訓練実施計画の届出に代えるこ

ととした。 

② 技能者育成資金  

 技能者育成資金は、平成 22 年度末をもって廃止され、平成 23 年度より、国において全国の労働金庫を利用した

新たな貸付制度を実施している。 

（イ）制度の周知等 

（ⅰ）制度の趣旨、内容、申請手続について、次のとおり利用者に対して十分に周知、説明した。 

・ 受付窓口での相談のほか、インターネットを通じて質問を受け付け、よくある質問への回答をホームページにおいてＱ＆

Ａとして公開した。なお、ホームページにおけるＱ＆Ａについては、内容の更新を行うことにより更なる充実を図った。 

（ⅱ）制度内容に変更があった場合には、変更が確定した日から７日以内に、次のとおりホームページで公開した。 

・ 平成１９年度 

・ 制度内容の変更なし 

・ 平成２０年度 

（要件緩和等の措置） 

・ 第１回  平成２０年１１月７日公開 

（平成２０年１１月４日改正） 

・ 第２回  平成２１年１月１５日公開 

（平成２１年１月１５日改正） 

・ 第３回  平成２１年２月２５日公開 

（平成２１年２月２３日改正） 

・ 平成２１年度 

（要件緩和等の措置） 

・ 第１回  平成２１年４月１日公開 

（平成２１年４月１日改正） 

・ 第２回  平成２１年５月１５日公開 

（平成２１年５月１１日改正） 

（制度廃止） 
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・ 第１回  平成２２年２月１日公開 

（平成２２年２月１日改正） 

・ 平成２２年度 

（経済的事由による返還猶予制度） 

・ 平成２２年６月１８日公開 

（平成２２年６月１５日通知） 

・ 平成２３年度（上半期） 

・ 第１回  平成２２年４月１日公開 

（平成２２年４月１日改正） 

・ 第２回  平成２２年１０月１日公開 

（平成２２年１０月１日改正） 

（ⅲ）申請書の記入例、申請手続き等を明記したパンフレット「技能者育成資金のご案内」を全国の機構施設や都道府県に配布

した。 

（ロ）審査能力の向上等 

施設担当者が利用者に対して説明する資料として、「技能者育成資金担当者マニュアル」を改訂し、送付した。 

なお、マニュアルの作成に当たっては、前年度からの改正点等を明記するなど工夫した。 

また、本部において、審査能力向上のため、収入・成績基準等について、育成資金担当者の職員研修を３回実施した。 

（ハ）回収業務の強化等 

（ⅰ）滞納者（連帯保証人を含む）に対して督促状を送付するとともに、前月未入金者への電話督促の実施体制を整備するなど

回収の強化を図った。 

・ 督促状送付件数 

・ 平成１９年度       １０，２２２件 

・ 平成２０年度       １０，９３３件 

・ 平成２１年度       １１，０２８件 

・ 平成２２年度       １２，０２８件 

・ 平成２３年度（上半期）  １１，５９７件  

・ 電話督促件数 

・ 平成１９年度       ７，７４６件（土日・夜間  １，５９６件） 

・ 平成２０年度       ７，８６６件（土日・夜間  １，０９８件） 

・ 平成２１年度       ８，３７９件（土日・夜間  １，９２９件） 

・ 平成２２年度       ７，７５９件（土日・夜間    ８５６件） 

・ 平成２３年度（上半期）  ３，１１４件 

※ 例年、督促業務は、年度上期における延滞状況を下期に把握し、下期において督促業務を行っていたところである。

また、今年度の上期については、技能者育成資金制度の廃止に伴う継続貸付者への「一括貸付」の実施や承継に係る作

業を中心に行ったところ。これにより平成２３年度の土日・夜間の督促業務が実施できなかった  

  

また、督促状の送付によっても返還に応じない滞納者に対して法的手続を前提とした支払督促申立のための住民票調査

を行うとともに、延滞期間が９年以上１０年未満の者あてに、通常の督促状とは内容の異なる通告書を送付した。 

（ⅱ）民間基準に準拠した債権分類により一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権に区分し、さらに、金融再生法に基づく金融

機関の債務者区分に準拠して、正常及び要管理等に区分して管理した。 

（ⅲ）借受者の返還意識の涵養 

新規返還開始者に対し、規範意識に訴える文書を送付するとともに、在校生に対し、返還金額等を記載した「返還の手

引」を配付して返還意識の高揚を図った。 

さらに、返還率の向上のため、金融機関口座振替制度（平成１９年度）及びコンビニエンス・ストアによる振込制度（平

成２０年度）を導入し、返還者に対して両制度の利用促進に向けた周知を行った。 

以上の結果、新規返還者の初年度末の返還率は次のとおり平成２２年度末において目標（９７％以上）を達成した。 

・ 新規返還者の初年度末の返還率 

・ 平成１９年度       ９３．０％ 

・ 平成２０年度       ９２．７％ 

・ 平成２１年度       ９６．２％ 

・ 平成２２年度       ９７．３％ 

・ 平成２３年度       ８４。０％ 

※ 回収業務の国への移管を控え、口座振替による引き落とし及びコンビニエンスストアを活用した払い込み制度の利
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４ 助成金の支給、融資等の業務については、平均処理期間（申請

書の受付から支給等の決定までの期間）が特に長い助成金等につ

いて平均処理期間を短縮することとし、中期目標期間の最終年度

までに、１件当たりの平均処理期間を平成１８年度と比べて５％

以上短縮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が行う業務については、

国の雇用対策と密接に連携し、効果的・効率的な実施に努めるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 技能者育成資金については、貸付対象者を真に必要な者に

限定すること等により、業務の効率化を図る。 

 

 

 

 

４ 助成金の支給、融資等の業務については、適正支給に配慮しつ

つ、平均処理期間（申請書の受付から支給等の決定までの期間）

が特に長い助成金等について平均処理期間を短縮することとし、

中期目標期間の最終年度までに、１件当たりの平均処理期間を平

成１８年度実績と比べて５％以上短縮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が行う業務については、

国の雇用対策と密接に連携し、効果的・効率的な実施に努める。 

 

用促進等を推進できなかったこと及び８月末で同制度の活用を中止したことが回収率を低下させたと考えられる。 

  また、年度末時点で年度中の返還率を通算した上で返還率を算定することから、年度末に向けて督促等の各種回収

強化等を積み重ねて、返還率引き上げを図ることとしていたところである。 

 

（ニ）貸付業務の効率化 

平成２１年度借受者から、第１種（無利子）及び第２種（有利子）の区分を廃止し、有利子で統一するとともに、収入基準

は第２種より厳しい第 1種のものを適用し、見直した貸付要件等について、ホームページやパンフレットを活用して周知した

ほか、公共職業能力開発施設等での事前説明会において、借受希望者に対して十分に説明を行い、不適切な借受申請を防止し、

真に必要な者に的確に貸付を行ったことにより、業務の効率化を図った。 

 

４ 助成金の支給、融資等の業務  

助成金の支給、融資等の業務については、適正支給に配慮しつつ、平成１８年度おいて平均処理期間（申請書の受付から支給等の

決定までの期間）が特に長い助成金等について、１件当たりの平均処理期間は平成１８年度実績と比べて次のとおり平成２１年度に

２５．０％と大幅に短縮となったが、平成２１年度以降、ジョブ・カード制度関連のキャリア形成促進助成金の活用が急激に増加し

たことに伴い、当該助成金の支給申請が大幅に増加し、審査及び確認のための事業所訪問等に時間を要したため、平成２２年度にお

いては、４．５％の短縮となった。 

・ 平成１９年度        ９．１％短縮 

・ 平成２０年度        ４．５％短縮 

・ 平成２１年度       ２５．０％短縮 

・ 平成２２年度        ４．５％短縮 

≪処理期間短縮への取組≫ 

（１）申請者の適正な理解を促し、申請書の記載相違や書類不備等に伴う処理期間の増大を防ぐための取組 

① 制度の周知 

・ ホームページを活用した効果的な周知 

・ わかりやすいパンフレット、手引等の作成 

② 説明会における工夫 

・ 説明会終了後の個別相談の実施 

・ 説明会参加者からの意見等に基づく、開催方法や説明内容等の改善 

（２）審査能力を向上させる等、処理期間の短縮に向けた取組  

① 不正受給等の防止と処理期間短縮を図るための職員研修等の実施 

② 都道府県センターの審査方法等の改善を図るための本部による業務指導の実施 

③ 審査の長期化が見込まれる疑義案件等の早期抽出と対処の強化 

 

５ 上記に個別に掲げる業務以外の業務 

（１）ジョブ・カード制度の先行プロジェクトの実施 

平成１９年度にジョブ・カード制度の先行プロジェクトとして、有期実習型訓練に取り組む企業の求人について、該当地域の求

職者に対し能力開発支援アドバイザー等によるキャリア・コンサルティング（ジョブ・カード交付）を実施し、公共職業安定所の

職業紹介窓口への誘導を行った。 

また、有期実習型訓練の座学（Off-JT）に係る企業からの要望に対応し、機構の職業能力開発施設を活用した訓練実施について

支援を行った。 

 

（２）ジョブ・カード制度の実施（平成２０年度から実施） 

① ジョブ・カード制度におけるキャリア・コンサルティングの実施 

公共職業安定所から誘導された求職者等に対して、キャリア・コンサルティングを実施し、訓練希望等の確認を行い、ジョブ・ 

カードを交付の上、適切な職業訓練への誘導等を行った。 

また、訓練受講中においては、ジョブ・カードを活用して職業能力の棚卸しや就職に向けての目標確認を行い、就職意欲の喚 

起や訓練で身に付けた職業能力を踏まえた職業選択の支援を行った。 

さらに、訓練修了後についても、キャリア・コンサルティングを継続して行うことにより、当該求職者が自ら職業選択やキャ 

リア形成の方向付けをしていくことへの支援を行った。 

なお、ジョブ・カードの交付に当たっては、機構自ら目標数を定め、キャリア・コンサルティングのツールとして積極的に活 

用した。 

・ ジョブ・カード交付件数 

・平成２０年度      ７４，１５４件 
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・平成２１年度     １３５，９３５件（うち、基金訓練対象者分 １９，１０４件） 

・平成２２年度     １１４，９５２件（うち、基金訓練対象者分 ５１，４１６件） 

・平成２３年度（上半期） ３８，９７０件（うち、基金訓練対象者分 ２２，０９０件） 

② 職業能力形成プログラムの支援等 

○ 雇用型訓練（有期実習型訓練、実践型人材養成システム）に係る支援 

（ⅰ）訓練実施計画の作成支援等 

各都道府県センターにおいて、企業又は地域ジョブ・カードセンターからの要請に応じ、実践型人材養成システム及び有 

期実習型訓練の導入・実施のための訓練実施計画及び訓練カリキュラムの作成等の各種支援を行った。 

なお、実践型人材養成システムにおいては、実施計画認定申請書の取次ぎを行い、有期実習型訓練については、訓練基準 

に適合するか否かの確認を行った。（再掲） 

・ 実践型人材養成システムの実施計画認定申請書の取次件数 

・平成２０年度       ５１８件 

・平成２１年度     １，５５５件 

・平成２２年度     ２，３０４件 

・平成２３年度（上半期）   ５２件 

・ 有期実習型訓練の訓練基準に適合するか否かの確認件数 

・平成２０年度       ５３０件 

・平成２１年度     ３，７１２件 

・平成２２年度     ７，６６５件 

・平成２３年度（上半期）  ８６６件 

また、平成２３年度は都道府県労働局への業務移管後も円滑な運営ができるよう、制度及び手続の概要説明や実施中の訓 

練コースに係る情報提供など、必要な引継ぎを行った。 

（ⅱ）キャリア形成促進助成金の支給 

訓練基準を満たすものであって、一定の要件を満たす訓練を実施した事業主に対し、キャリア形成促進助成金の支給を行 

った。 

③ 関係機関との連携 

ジョブ・カード制度の普及・促進を図るため、中央及び地域ジョブ・カードセンター等の関係機関との連携を図った。 

 

（３） 東日本大震災に係る対応について 

【助成金関係】 

・ 各種助成金の支給申請等の期限の猶予 

地震に起因する事由により、定められた期間内に各種助成金の支給申請等ができない事業主に対し、期限に係る猶予期間を設

定した。 

・ キャリア形成促進助成金の取扱い 

地震の発生前から事業主が開始していた職業訓練等について、被災により訓練等の修了が困難となった場合であっても、当該

訓練等に既に要した経費及び賃金を助成の対象とした。 

 

 


